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条例の改正 ・・・・・・・・・・・・・・ 可　　決
○渋川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例
○渋川市職員の給与に関する条例及び渋川市一般職の任期

付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正
する条例

○渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する
条例の一部を改正する条例

条例の改正 ・・・・・・・・・・・・・・ 否　　決
○渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を改

正する条例
令和６年度補正予算 ・・・・・・・・・・ 可　　決

○渋川市一般会計補正予算（第８号）
○渋川市介護保険特別会計補正予算（第３号）
○渋川市伊香保温泉観光施設事業特別会計補正予算（第２号）
○渋川市水道事業会計補正予算（第１号）

そ　の　他 ・・・・・・・・・・・・・・ 可　　決
○財産の取得について
○渋川市民会館大ホール舞台照明更新工事請負契約の締結

について

令和７年第１回臨時会の審議結果
（１月21日開催）

条例の改正  ・・・・・・・・・・・・・ 可　　決
○渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を改

正する条例
令和６年度補正予算  ・・・・・・・・・ 可　　決

○渋川市一般会計補正予算（第９号）
市長専決処分の報告

○和解及び損害賠償の額を定めることについて

令和７年第２回臨時会の審議結果
（２月６日開催）

条例の制定 ・・・・・・・・・・・・・・ 可　　決
○渋川市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例
条例の整理・改正・・・・・・・・・・・ 可　　決

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整
理に関する条例

○渋川市行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特
定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

○渋川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び渋川市
職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例の一
部を改正する条例

○渋川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する
条例

○渋川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条
例の一部を改正する条例

○渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を改
正する条例

○渋川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
○渋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例
○渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例
○渋川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例
○渋川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
○渋川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例
○渋川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
○渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例の一部

を改正する条例
○渋川市小口資金融資促進条例の一部を改正する条例
○渋川市建築基準法関係手数料条例等の一部を改正する条例
○渋川市水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者に関

する条例の一部を改正する条例
○渋川市下水道条例の一部を改正する条例
○渋川市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正

する条例
市長専決処分の報告

○和解及び損害賠償の額を定めることについて
令和６年度補正予算 ・・・・・・・・・・ 可　　決

○渋川市一般会計補正予算（第１０号）
○渋川市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）
○渋川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）
○渋川市介護保険特別会計補正予算（第４号）
○渋川市農産物直売事業特別会計補正予算（第１号）

令和７年度予算 ・・・・・・・・・・・・ 可　　決
○渋川市一般会計予算
○渋川市国民健康保険特別会計予算
○渋川市後期高齢者医療特別会計予算
○渋川市介護保険特別会計予算

○渋川市農産物直売事業特別会計予算
○渋川市伊香保温泉観光施設事業特別会計予算
○渋川市小野上温泉事業特別会計予算
○渋川市交流促進センター事業特別会計予算
○渋川市水道事業会計予算
○渋川市下水道事業等会計予算

令和７年度補正予算・・・・・・・・・ 可　　決
○渋川市水道事業会計補正予算（第１号・第２号）

そ　の　他 ・・・・・・・・・・・・・・ 同　　意
○渋川市教育委員会委員の任命の同意について
○渋川市農業委員会委員の任命の同意について（19件）
○人権擁護委員候補者の推薦について（３件）
○渋川市監査委員の選任の同意について

そ　の　他 ・・・・・・・・・・・・・・ 可　　決
○事務調査経費の決議

令和７年３月定例会の審議結果
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今
回
の
議
会
だ
よ
り
で
は
、

令
和
７
年
度
予
算
を
中
心
に
、

議
論
の
内
容
を
分
か
り
や
す

く
お
伝
え
で
き
る
よ
う
努
め

ま
し
た
。
一
般
会
計
予
算
は

多
数
決
に
よ
り
可
決
し
ま
し

た
が
、
予
算
常
任
委
員
会
に

お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
、
市

民
目
線
で
施
策
を
実
現
し
て

い
く
こ
と
を
執
行
部
に
対
し

求
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
３
月
議
会
か
ら
議
会
報
編

集
委
員
会
も
３
名
の
委
員
が

入
れ
替
わ
り
ま
し
た
。
新
体

制
で
の
編
集
作
業
を
通
し
て
、

市
民
の
皆
さ
ま
と
市
議
会
と

の
距
離
を
近
く
し
、
市
政
へ

の
関
心
を
高
め
る
こ
と
の
重

要
性
を
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。

　
市
議
会
の
活
動
を
よ
り
分

か
り
や
す
く
伝
え
、
ま
た
、

市
民
の
皆
さ
ま
の
声
を
議
会

だ
よ
り
に
生
か
す
取
り
組
み

等
を
し
て
い
こ
う
と
考
え
て

い
ま
す
。

（
編
集
委
員
長　
中
澤
功
史
）

賛否の分かれた表決結果一覧
中
澤
　
功
史

埴
田
　
裕
之

高
野
　
佳
美

髙
澤
　
　
幹

福
島
　
丘
泰

後
藤
　
弘
一

反
町
　
英
孝

板
倉
　
正
和

田
村
な
つ
江

田
中
　
猛
夫

山
内
　
崇
仁

田
邊
　
寛
治

安
カ
川
信
之

加
藤
　
幸
子

茂
木
　
弘
伸

須
田
　
　
勝

望
月
　
昭
治

角
田
　
喜
和

第1回
臨時会

市長提出議案第2号
（渋川市民会館大ホール舞台照明
更新工事請負契約の締結について）

○●○●○○○○●●●● ○○●●欠
席

可否同数により
議長裁決にて可決

市長提出議案第3号
（渋川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を改正する条例）
○●○○○○○○○○○○ ○○○○欠

席 可決

市長提出議案第4号
（渋川市長及び副市長の給与及び

旅費支給条例の一部を改正する条例）
○●○●○○○○●●●● ○○●●欠

席
可否同数により

議長裁決にて否決

第2回
臨時会

市長提出議案第11号
（渋川市長及び副市長の給与及び

旅費支給条例の一部を改正する条例）
○●○●○○○○●●●● ○○●●○ 可決

3月
定例会

市長提出議案第60号
（令和7年度渋川市一般会計予算）

原　案 ○●○●○○○○○●●● ○○●●○ 可決

修正案 ●○●○●●●● ●○○○ ●●○○● 否決

※安カ川議長は表決には参加せず、可否同数の場合のみ裁決します。

○：賛成　　●：反対

　
市
民
の
皆
さ
ん
に
市
議
会
の
活
動
を
身
近
に
感
じ
て
い
た

だ
け
る
よ
う
、
分
か
り
や
す
い
紙
面
を
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指
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精
一
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頑
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り
ま
す
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よ
ろ
し
く
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願
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す
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令和７年６月定例会日程予定
６／10 火 本会議（開会・議案上程） LIVE

11 水 本会議（議案上程） LIVE

12 木 本会議（一般質問） LIVE

13 金 本会議（一般質問） LIVE

14 土

15 日

16 月 本会議（一般質問） LIVE

17 火 常任委員会（総務市民・経済建設）

18 水 常任委員会（教育福祉）

19 木 常任委員会（予算）

20 金 休会

21 土

22 日

23 月 本会議（表決・閉会） LIVE

○ LIVE  … インターネット中継あり
○本会議は午前１０時から開会します。
○日程は変更されることがあります。
　ホームページ等でご確認ください。

環
境

に
や

さ
し

い
植

物
油

イ
ン
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を

使
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し
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ま

す
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広
報
と
一
緒
に
と
じ
て
保
存
し
ま
し
ょ
う


